
【３．人と自然にやさしい快適なまち〔快適環境都市〕】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

<循環型社会の仕組みを整える>

・ 環境基本計画推進事業［環境政策課］ 2,273

・ 地球温暖化対策推進事業［環境政策課］ 2,674

・ エコドライブ推進事業［環境政策課］ 530

（新） ・ 再生可能エネルギー導入推進事業［環境政策課］ 45,231

（新） ・ 電動アシスト自転車普及促進事業［環境政策課］ 6,000

（新） ・ 電気自動車導入事業［市民税課］［吉田支所税務課］ 36,424

［郡山支所税務課］［環境政策課］［吉野福祉課］［松元保健福祉課］

［西部保健センター］［南部保健センター］

（新） ・ 電気自動車普及促進事業［環境政策課］ 3,000

「鹿児島市地球温暖化対策地域推進計画」に基づき、市民・事業者

と一体となって、かごしま市地球温暖化対策地域協議会を中心に

温室効果ガスの排出削減に取り組む。

市が率先して再生可能エネルギーの導入を推進していくため、みな

と大通り別館庁舎に太陽光発電システムを設置する。また、公共施

設への太陽光発電システムの導入可能性調査を行う。

公用車に電気自動車を率先導入し、ＰＲすることで、市民・事業者

への普及を促進し、温室効果ガス排出量の削減を図る。

　「循環と共生を基調にした環境文化都市」の実現を図るため、環

境基本計画に基づく各種施策や取組を推進する。

電動アシスト自転車を購入する市民に対して助成を行うことにより、

自転車での通勤者等を増やし、自動車使用に伴う温室効果ガス排

出量の削減を図る。

電気自動車の購入に対して助成を行うことにより、電気自動車の普

及を促進し、温室効果ガス排出量の削減を図る。

市民等を対象に講習会を開催するなど、エコドライブを推進すること
により、自動車使用に伴う温室効果ガス排出量の削減を図る。

20 



【３．人と自然にやさしい快適なまち〔快適環境都市〕】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

（拡） ・ かごしま環境未来館広報事業［環境協働課］ 7,077

（拡） ・ かごしま環境未来館環境イベント・企画展開催事業［環境協働課］ 13,010

・ かごしま環境未来館環境学習推進事業［環境協働課］ 32,222

・ かごしま環境未来館環境情報システム運営事業［環境協働課］ 13,931

・ かごしま環境未来館協働運営事業［環境協働課］ 231

・ 環境パートナーシップ推進事業［環境協働課］ 7,845

かごしま環境未来館の利用促進を図るため、館の目的や機能、事

業内容を広報・周知する。また、広報ビデオを作成し、学校等に貸

出しを行う。

広く環境への関心を高め、行動につながるような様々なイベント・

企画展を、環境問題に取り組む市民や市民団体と協働で実施する。

    　環境フェスタ、親子環境アートフェスティバル、ＬＯＨＡＳな休日、

      環境サイエンスショー、地球温暖化防止月間企画展など

市民一人ひとりが環境問題を楽しく学び、環境に配慮した生活や
行動ができるよう、参加･体験型の環境学習講座を行うとともに環境
問題に取り組む人材を育成するための環境カレッジの運営等を行
う。
　　　市民向け講座、子供向け講座、家庭向け講座など

家庭や事業所、学校等に環境に関するあらゆる情報を分かりやすく

伝えるとともに、楽しく学べる学習教材等を提供することにより、環境

学習の促進、環境保全活動の支援を行う。

かごしま環境未来館の各種事業や機能等について、市民等の利

用者や運営者側等の立場から意見交換し、市民団体等と協働した

運営に役立てるために設置した「かごしま環境未来館協働運営委

員会」の運営を行う。

「環境パートナーシップかごしま」の活動を支援するとともに、市民や

環境団体からの相談に対し、専門的な指導･助言を行う。
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【３．人と自然にやさしい快適なまち〔快適環境都市〕】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

・ 地球温暖化対策市民･事業者協働事業［環境協働課］ 19,079

・ エコライフファミリー事業［環境保全課］ 1,308

（拡） ・ 小中学校太陽光発電装置整備事業［教育委員会施設課］ 111,688

　

（新） ・ 学校環境調査研究事業［教育委員会施設課］ 3,848

　

・ 学校給食施設自然エネルギー活用事業［保健体育課］ 5,900

（拡） ・ 住宅用太陽光発電導入促進事業補助金[環境保全課] 54,000

　

緑化等による教室の環境変化の調査を行い、適切な環境対策につ

いて検討する。

小・中学校の校舎や屋内運動場に太陽光発電装置を設置する。

　　小学校：向陽小、南小、福平小

　　中学校：吉田南中、松元中

学校給食施設の老朽化した給湯設備については、引き続き省エネ

ルギー型のものに更新し、温室効果ガスの排出量の削減及び燃料

費の節減を図る。

温室効果ガスの削減対策を具体的に進めるため、市内の家庭で作

られるグリーン電力をかごしま環境未来館や本庁及び支所の庁舎

に導入する。また、電力消費の多い事業所が省エネ機器を設置す

るのに対し支援する。

一般家庭に、電気・ガス・水道使用量の節減などを通して温室効果

ガスの排出削減に取り組んでもらうことにより、市民の地球温暖化等

についての意識啓発及び地球環境に配慮したライフスタイルの定

着を図る。

温室効果ガスを排出しないクリーンな住宅用太陽光発電システムを

設置する市民に対し助成する。
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【３．人と自然にやさしい快適なまち〔快適環境都市〕】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

　 ・ 低公害車の導入促進［環境保全課］ 152,663

・ かごしま環境未来館リサイクル工房運営事業［リサイクル推進課］ 11,876

　

・ かごしま環境未来館リユース・リサイクルショップ運営事業 5,591

［リサイクル推進課］

（新） ・ かごしま環境未来館３R啓発事業［リサイクル推進課］ 1,151

（新） ・ 公共建築物環境対策調査研究事業［設備課］ 4,337

（新） ・ スプレー缶等収集事業［リサイクル推進課］ 8,667

かごしま環境未来館のリサイクル工房において、日常生活用品の

修理についての相談・指導及び情報提供やリサイクルに関連する

講座を実施する。

　　　廃材での作品づくり講座、パッチワーク講座など

公共建築物におけるCO2排出削減などの環境対策について鹿児島

大学と共同で調査、研究を行い、CO2排出削減の方策、効果的な

運用方法等をまとめ、今後の公共建築物の新築及び既存改修等に
応用する。

大気汚染の防止及び温室効果ガス排出の削減による地球温暖化

防止のため、低公害車を導入する。　（電気自動車は再掲）

・低公害車の購入１３台

　　　(天然ガス車１台、ハイブリッド車４台、電気自動車８台）

　　・公用車の低公害車への導入率　９９．３％（目標９０％以上）

　　・低公害車のうち天然ガス自動車、ハイブリッド自動車、電気

      自動車の導入率　２３．３％（目標２０％以上）

ごみ収集作業時の安全性の確保と資源化の推進を図るため、平成

22年1月からスプレー缶等の分別収集を行う。

かごしま環境未来館のリユース・リサイクルショップにおいて、市民

から不用品を提供してもらい陳列・交換を行う。また、市民から提供

された不用品交換の情報の提供や３R意識啓発のための展示を行

う。

　　　ショップ、情報コーナー、手作り品販売コーナー、

　　　３Ｒ展示コーナー

かごしま環境未来館において、３R意識の高揚と実践活動を推進

するため、新たに、再利用可能な粗大ごみなどをリサイクルするイ

ベント等を行う。

23 



【３．人と自然にやさしい快適なまち〔快適環境都市〕】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

・ 一般廃棄物処理基本計画策定事業［リサイクル推進課］ 2,462

（新） ・ 事業所ごみ適正処理促進事業［リサイクル推進課］ 10,500

（新） ・ リサイクルプラザ２号棟破袋機整備事業［北部清掃工場］ 51,800

（新） ・ 旧北部清掃工場解体・ストックヤード建築事業［北部清掃工場］ 330,080

（拡） ・ 北部清掃工場ＩＳＯ１４００１認証取得事業［北部清掃工場］ 2,253

　

（新） ・ 北部清掃工場グリーンベルト整備事業［北部清掃工場］ 415,001

　

（新） ・ 廃棄物適正処理指導状況等データベース化事業［環境指導課］ 1,630

　

平成22年度から31年度までの10年間を計画期間とする一般廃棄物

処理基本計画を策定する。

　　　H20基礎調査、市民意識調査　　H21計画策定

事業所ごみの適正な処理を促進するため、平成20年度に実施した

事業所ごみ処理状況調査の結果に基づき適正処理を行っていな

い事業所への啓発等を行う。

循環型社会形成推進交付金の活用を図りながら、旧工場の解体を
行うとともにストックヤードの建築を行う。

環境への影響の継続的な軽減を図るため、現在、南部清掃工場で

認証取得をしているＩＳＯ１４００１の運用範囲を拡大し、北部清掃工

場を含めた認証を取得する。

横井埋立処分場、新北部清掃工場及び市道水上坂横井線との間

にある民有地を取得し、清掃施設と居住区域との間に緑地帯を設

け、周辺環境に配慮した緩衝緑地を整備する。

鹿児島市統合型ＧＩＳシステムを活用した地図情報上に、これまでの
廃棄物の不法投棄、野外焼却及び不適正保管などに対する指導
内容や産業廃棄物処理施設設置状況等の情報を入力し、データ
ベース化を行う。

市民から排出されたプラスチック容器類が入った収集袋の破袋を

し、中の異物を除去するため、破袋機を２台新設する。
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【３．人と自然にやさしい快適なまち〔快適環境都市〕】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

<潤いのある空間を創出する>

（新） ・ 甲突川等水辺の生き物再生事業［環境保全課］ 682

（拡） ・ 都市公園建設事業［公園緑化課］ 390,210

・ 都市公園リフレッシュ事業［公園緑化課］ 103,720

・ 都市公園安心安全対策推進事業［公園緑化課］ 109,046

（拡） ・ 平川動物公園リニューアル事業［平川動物公園］ 939,049

（拡） ・ 地域福祉館緑のカーテン設置事業［地域福祉課］ 1,748

・ 緑の街並みづくり推進事業［公園緑化課］ 14,645

（拡） ・ 市電軌道敷緑化整備事業［公園緑化課］ 128,040

緑のカーテンを設置する地域福祉館を新たに５館加え１０館に拡

大する。

新しい展示方式の導入により魅力ある動物公園に再生するため、

アフリカの草原ゾーンや世界のクマゾーン等の整備に着手する。

慈眼寺公園等のバリアフリー化を進めるほか、公園遊具等の施設
整備を行い、誰もが安全で安心して利用できる都市公園の整備を
図る。

ヒートアイランド現象の緩和や潤いのある空間を創出するため、西部

保健センター屋上の一部を緑化するとともに、民間の住宅や事務所

などの屋上緑化等に対し助成を行う。

道路との併用区間全線について軌道敷緑化を実施することとし、

平成２１年度は新屋敷交差点・荒田交差点間を整備する。

甲突川等における水生生物保全のための要監視項目を調査する

などして、水辺環境の保全を図る。

谷山第二地区及び原良第三地区土地区画整理事業において、公

共施設管理者負担金制度を活用し、谷山第二中央公園及びかけ

ごし公園の整備促進を図る。また、吉野町西菖蒲谷地区に公園を

新設する。

甲突川左岸緑地と清滝公園で優先トイレ等を整備するとともに、天

文館公園の利活用調査などを行う。
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【３．人と自然にやさしい快適なまち〔快適環境都市〕】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

・ まちと緑のハーモニープラン策定事業［公園緑化課］ 15,201

・ 全国都市緑化フェア開催事業［公園緑化課］ 44,188

（拡） ・ 学校施設緑化推進事業［教育委員会施設課］ 102,082

　

・ ブルースカイ計画事業［道路建設課］ 350,700

（拡） ・ 地域景観掘り起こし事業［都市景観課］ 1,478

（拡） ・ 景観づくり応援事業[都市景観課] 690

（新） ・ 屋外広告物による景観まちづくり事業[都市景観課] 15,366

　

小・中学校６校で校庭の芝生化を実施するとともに、小・中学校１３校

で緑陰空間の整備を行うなど、学校の緑化整備等を推進し、児童生

徒の教育環境の充実とヒートアイランド現象の抑制を図る。

人と自然が調和した潤いと彩りのある都市環境の創出を目指して、

平成２２年度のプラン策定に向け、基本計画の策定業務に取り組

む。

九州新幹線全線開業時に合わせ開催するため、事務局の設置や

実施計画の策定など、その準備を行う。

安全で快適な歩行空間の確保、都市景観の向上等を図るため、電

線類の地中化について、新たに鷹師西田線の整備に着手するな

ど、引き続き整備を行っていく。

景観形成重点地区の指定に向けて、候補地において意見交換や

景観アドバイザーの派遣を行う。また、景観写真コンテストや景観ま

ちづくりの実務経験者による講演会などを開催し、市民意識の啓発

を図る。

景観形成重点地区の指定に向けて活動する団体等の活動費用

や、景観重要樹木に指定した樹木の管理費用への助成を行う。

　（活動費用）　補助率　１／２　限度額　２０万円／年

　（管理費用）　補助率　１／２　限度額　　３万円

屋外広告物によるまちづくりを推進するため、屋外広告物の実態調

査を行い、その結果に基づき、景観計画と連携した屋外広告物の

あり方を検討する。

26 



【３．人と自然にやさしい快適なまち〔快適環境都市〕】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

<住みよい暮らしを支える>

・ 市営住宅の建設[住宅課] 1,417,472

　

　　

・ 既存集落活性化住宅建設事業[住宅課] 120,679

　

　　

・ 市営住宅ストック総合改善事業[住宅課] 452,061

　

・ 住居表示実施事業[土地利用調整課] 8,936

　

　　

・ 道路、橋りょうの整備 4,606,138

　[道路建設課、道路維持課、谷山建設課（谷山建設事務所）］

(拡） ・ 橋りょう長寿命化修繕計画策定事業［道路維持課］ 17,234

（新規着工）　２１～２２ 西伊敷住宅　 　　　　35戸

　　　　　　　　　　　　　　松陽台住宅（仮称）   24戸

（過年分）　  ２０～２１  辻ケ丘住宅  47戸 　大明丘住宅  28戸

　　　　　　　　　　　　　　大原住宅　10戸

地域活性化住宅分

（基本・実施設計）　　　花尾：郡山地域

（土地取得）　　　　　　　本城：吉田地域

市街化調整区域における指定既存集落の活性化を図るため、地

区内に低層市営住宅を建設する。平成21年度は、錫山地区の5戸

の建設に着手し、平川地区の土地取得を行う。

道路、橋りょうの新設改良、舗装・維持補修、側溝の整備等を実施

する。

新たに１５ｍ未満の橋りょうについても長寿命化修繕計画を策定す

ることとし、概略点検や詳細点検等を実施する。

宇宿中間・広木地区の住居表示を実施する。

市営住宅ストック総合活用計画に基づき、高齢者等への対応、居

住性の向上等を目的として、既存住宅の全面的改善を実施する。

また、5ヵ年計画による火災警報器の設置、外壁改修工事、地上デ

ジタル放送対応工事等を行う。

　　（全面的改善）H21　武岡（第二）住宅30戸
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【３．人と自然にやさしい快適なまち〔快適環境都市〕】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

・ 交通安全施設の整備[道路建設課、谷山建設課（谷山建設事務所）] 1,609,270

・ 市道バリアフリー推進事業 501,000

[道路建設課、道路維持課、谷山建設課（谷山建設事務所）]

（拡） ・ 上水道の整備（水道事業特別会計）［水道局］ 4,355,266

（拡） ・ 鉛製給水管の布設替［水道局］ 509,736

（拡） ・ 給水タンク車整備事業［水道局］ 12,865

第１１回水道拡張事業

   老朽施設の更新（平川浄水場電気計装設備ほか）、

   水道施設の整備・拡充（星ケ峯第二配水池電気計装設備ほか）、

   水質監視体制の強化（滝之神浄水場高感度濁度計ほか）

配水管整備事業

   配水管網の整備ほか

水道建設改良事業

   平川浄水場（ろ過池表洗管）、河頭浄水場（外柵工事）、

   配水管移設ほか

旧５町水道施設整備事業

   中名第一水源地電気設備、東俣２号送水管、芝原水源地計装設

   備、山神山水源地（高感度濁度計）、牟礼岡第一配水池非常用

   自家発電機設備、諸木配水池着水井流入弁ほか

歩道設置、交差点改良、視距改良、路肩改良、防護柵、道路照明、

道路区画線、道路反射鏡、踏切道改良など

「市道バリアフリー推進計画」に基づき、段差解消や勾配の緩和等

の歩道のバリアフリー化等をさらに推進する。

計画期間：平成18～23年度

鉛製給水管解消基本計画に基づき、鉛製給水管の取替件数を２１

年度からは年間約１万件に拡大し、早期解消をめざす。

自然漏水や漏水事故等による断水区域への応急給水活動及び濁

度上昇による取水停止時等の配水池への補水を行うために、給水

タンク車を整備する。
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【３．人と自然にやさしい快適なまち〔快適環境都市〕】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

　
（拡） ・ 簡易水道等の編入のための基幹施設整備［水道局］ 35,637

（拡） ・ 簡易水道等編入促進事業補助金［環境衛生課］ 23,758

（拡） ・ 下水道の整備（公共下水道事業特別会計）［水道局］ 2,916,599

（新） ・ 下水道施設新エネルギー導入可能性調査事業［水道局］ 10,800

（新） ・ 下水汚泥等市民利用促進研究事業［水道局］ 3,240

（新） ・ 下水道長寿命化計画策定事業［水道局］ 15,000

簡易水道基幹施設整備事業

　　　荒磯地区（送水管布設）

下水道建設事業

　 汚水管路施設 　吉野幹線、谷山幹線、中央地区、上竜尾地区、

　　　　　　　　　　　　土地区画整理事業施行区域（吉野地区、原良

　　　　　　　　　　　　第二地区、原良第三地区、宇宿中間地区、

　　　　　　　　　　　　谷山第二地区）　の整備ほか

　 処理施設　        谷山処理場の水処理設備の増設、南部処理場の

                       　 改築・更新ほか

下水道改良事業

　 汚水管路施設　 他工事に起因する汚水管の移設工事及び老朽

                         管の改良工事

　 処理施設　        処理施設の老朽化に伴う改良工事ほか

小水力発電等の新エネルギー技術について、導入可能性の調査･

検討を行う。

簡易水道等の市水道事業への編入促進を図るため、水道局が行う

基幹施設（水道本管等）の整備に対し、事業費の２／３を助成する。

下水汚泥（サツマソイル）、下水処理水、浄水発生土について、有

効利用促進に取り組むため、大学等と連携して研究し、これらの資

源の利用方法の多角化を図る。

下水道施設の予防保全的な管理や計画的な改築等により、事故の

未然防止及びライフサイクルコストの最小化を目的とした「下水道長

寿命化計画」を策定する。
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【３．人と自然にやさしい快適なまち〔快適環境都市〕】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

　
（拡） ・ 衛生処理施設等整備事業［南部清掃工場］ 80,042

　

・ 牟礼岡団地地域下水道施設整備事業（地域下水道事業特別会計への 44,100

　 繰出金）　［南部清掃工場］

　

　

・ 浄化槽整備事業補助金［環境指導課］ 547,423

　

　

（拡） ・ 美しいまちづくり推進事業［環境衛生課］ 16,176

　

　

　

（新） ・ ポイ捨て地区定点調査事業［環境衛生課］ 2,607

（拡） ・ 犬猫等の飼養者啓発事業［生活衛生課］ 3,158

　

　

　

（拡） ・ 斎場施設整備事業［環境衛生課］ 61,402

　

　

喜入地域のし尿及び浄化槽汚泥を処理している愛宕園衛生処理

場が老朽化していることから、同地域のし尿等を衛生処理センター

で処理することとし、新たにし尿等中継施設を設置する。

汲取り便槽や単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への設置換えに
対して助成することにより、河川等の水質汚濁防止と生活環境の改
善を図る。

市民総参加による美しいまちづくりを推進するため、「まち美化推進

指導員」による巡回パトロール、「まち美化推進団体」・「まち美化地

域指導員」の認定及び支援、地域と学校の連携したまち美化活動

の促進等、諸施策を実施する。

ごみのポイ捨て防止を図るため、ポイ捨て多発地区の定点調査を

行う。

地域下水道の公共下水道接続に伴い、既存の汚水処理場を緊急時

の貯留槽に改修するための工事等に対する繰出金

　犬猫に起因する糞尿被害等の防止のため、従来から実施してい

る飼い主に対する動物の適正飼養の啓発に加え、特に野良猫問

題に対応するため、ガイドラインの策定等、地域猫の手法を取り入

れた事業を実施する。

北部斎場　電気室高圧受電設備機器更新工事ほか

南部斎場　中央監視制御設備更新
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